
深夜の花火は禁止です 

午後10時から翌日午前６時まで 

近所に迷惑をかけないようにしましょう 
 

 県条例及び市条例では、海岸、公園、広場などの公
共の場所で深夜（午後10時～翌日午前６時）に爆竹、
打ち上げ花火、ロケット花火などの大きな音の出る花
火をすることや、異常に大きな声を出すことを禁止して
います。 
 手持ち花火や線香花火などで音の出ない花火は含
みません。ルールを守って近隣の方に迷惑をかけない
ようにしましょう。 
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